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■都市計画の基本理念と定義 

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び

機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地

の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものです。  

都市計画法における「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業等に関する計画で、同法に規

定される内容と手続きに従って定められたものです。 

都市計画は原則として都市計画区域内において定められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※都市計画区域：健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという、都市計画の理念を達成するために、都市計画法と

建築基準法等の法令の適用を受ける土地の範囲。 

 

■都市計画の手続き 

都市計画を定めるには一定の手続きが必要で、都市計画には都道府県が定めるもの

と、市町村が定めるものがあります。 

都道府県は市町村の区域を越える広域的･根幹的な都市計画を定め、その他の都

市計画は市町村が定めます。 
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■都市計画マスタープラン等 
計画的なまちづくりを進めていくためには、都市全体や身近にあるまちを将来ど

のようにしていきたいかを具体的に考えていくことが重要です。 

都市計画法では、都道府県と市町村がそれぞれの役割分担に応じたマスタープラ

ンを策定することとされています。 

 

１．都市計画区域マスタープラン 

都道府県が策定するマスタープランです。人口や人・物の動き、土地の利用の

仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、まちをど

のようにしていきたいかを定めます。具体的には、以下のような内容を定めます。 

① 都市計画の目標  

② 区域区分の決定の有無及び当該区分を決めるときはその方針 など 

  広島県では都市計画区域を越えて強い結びつきのある一体的な地域（圏域）を単位とした都

市計画区域マスタープランを令和３年に策定しています。 

２．市町村マスタープラン 

住民に最も近い立場にある市町村が、その

創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まち

づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、

地区別のあるべき「まち」の姿を定めるもの

です。 

三原市では平成22年にマスタープランを

策定し、平成31年に改定を行っています。 

 

３．立地適正化計画（都市再生特別措置法） 

立地適正化計画は、都市計画区域マスター

プランに即するとともに、市町マスタープラ

ンとの調和を図りつつ、都市全体を見渡しな

がら将来の都市像を描き、都市拠点への居住

機能や医療・福祉・商業・公共交通等のさま

ざまな都市機能を誘導することにより、コン

パクト+ネットワーク型の都市の実現に向け、

市町が策定する計画です。 

また、都市再生特別措置法（令和２年９月

施行）の改正により、居住誘導区域に残存す

る災害リスクに対して防災指針を定め、必要

な防災・減災対策に取り組むことが義務付け

られました。 

三原市では平成29年に立地適正化計画を

策定しています。 
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■土地利用 
１．区域区分（市街化区域及び市街化調整区域） 

人口や産業が都市に多く集中するようになると、都市周辺部における虫食い状の

開発等が進み、道路や公園が整備されていない無秩序な市街地が形成される恐れが

あります。 

無秩序な市街化を防止して計画的な市街化を図るため、都市計画区域を計画的な

市街化を図る区域と、市街化を抑制する区域に区分することを区域区分といいます。 
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２．地域地区 

用途地域を中心に様々な地域地区を組み合わせて定め、建築物等の用途・容積・

形態等の規制・誘導を行うものです。 

自然的条件や土地利用の動向を考えて、住居、商業、工業その他の用途を適正に

配分することにより、住環境の保護、業務の利便増進、美観風致の維持、公害・火

災等の防止など、適正な都市機能の維持増進を図るように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市施設 

健康で文化的な都市生

活及び機能的な都市活動

を 確 保 す る た め に 必 要

な、道路、公園、下水道な

どの都市施設は、あらか

じめ都市計画によって決

定することができます。 

都市施設は、土地利用、

交通等の現状及び将来の

見通しを考えて、適切な

規 模 及 び 配 置 で 定 め ま

す。 

また、都市計画で決定

された都市施設の区域に

は、事業の円滑化のため

に一定の建築制限が課さ

れます。   
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（出典：「国土交通省ホームページ（都市計画制度の概要）」） 

田園住居地域 

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。住宅に
加え、農産物の直売所などが建てられます。 

図 用途地域のイメージ図 
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（出典：「広島県の都市計画 2021」） 
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■市街地開発事業 

公共施設の整備改善及び宅地の

利用増進を図り、健全な市街地を

形成することを目的としており、

代表的な事業として土地区画整

理事業や市街地再開発事業など

があげられます。 
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■地区計画等 

 地区計画は、住民の意向を反映しながら、地区の特性に応じたきめ細かい計画を

定め、建築物を規制･誘導し、住みよい特色あるまちづくりを総合的に進めるため

の制度です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


